
序章 知的財産について知ろう！ 

 

１ 「知財で『稼ぐ』！」  
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提供：（公社）鹿児島県工業倶楽部 
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２ 知的財産権（産業財産権）ってどんなもの？ 

 

 

 

出典：2021 年度知的財産権制度入門テキスト（特許庁） 

（https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2021_nyumon/

1_1.pdf） 
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＜「鹿児島県知的財産推進戦略【２０２２年改訂版】」で扱う知的財産権の範囲＞ 

 

 

  本県が策定する「鹿児島県知的財産推進戦略【２０２２年改訂版】」は，次の知的財

産権を扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

   「知的財産」とは，発明，考案，植物の新品種，意匠，著作者その他の人間の創造的活動によ

り生み出されるもの，商標，商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び

営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいうが，このような知的財産のう

ち権利化されたものを「知的財産権」という。さらに知的財産権のうち，特許庁が所管している

権利を「産業財産権」という。 

特許権 
出願から 20 年（一部 25 年に延長） 

実用新案権 
出願から 10 年 

意匠権 
出願から 25 年 

商標権 

（地域団体商標） 
登録から 10 年（更新あり） 

育成者権 
登録から 25 年（樹木は 30 年） 

「鹿児島県知的財産推進戦略【２０２２年

改訂版】」で扱う知的財産権 

産業財産権 

著作権 
著作者死後７０年（映画は公表後７０年） 

営業秘密 
盗用などの不正行為を規制 

商号 
商号の保護 

商品表示・形 
形態模倣は販売から３年 

知的財産権 

地理的表示 

酒類 特定農林水産

物等 

回路配置利用権 
登録から 10 年 
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３ 県内企業の取組事例 
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